
令和３年高島市教育委員会 
第１０回定例会議事日程 

 

日 時  令和３年１０月２７日（水） 

午前９時３０分 

                場 所  高島市役所 新館２階 教育委員会室 

 

１．教育長あいさつ 

 

 

２．令和３年第９回定例会会議録の承認 

 

 

３．会議録署名委員の指名 

 

 

４．議事 

  日程第１ 議第５８号 高島市道徳教育推進協議会委員の委嘱等について 

 

  日程第２ 議第５９号 高島市教育財産管理規則の一部を改正する規則案 

 

  日程第３ 議第６０号 令和２年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の 

点検及び評価結果報告書案        別冊資料 

 
 

５．今後の日程 
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議第５８号 

高島市道徳教育推進協議会委員の委嘱等について 

上記の議案を提出する。 

  令和３年１０月２７日 

                  高島市教育委員会       

教育長 上 原 重 治   

 

 

高島市道徳教育推進協議会委員の委嘱等について 

 

高島市道徳教育推進協議会設置要綱（令和３年高島市教育委員会告示第１

９号）第３条の規定に基づき、高島市道徳教育推進協議会委員に次の者を委

嘱または任命することにつき、議決を求める。 

 

記 

 
 別紙のとおり 
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別紙 
高島市道徳教育推進協議会委員 

 任期：令和３年１１月１日から令和４年３月３１日まで 

区分 委員種別 氏 名 所属等 

１号 学識経験者 柴原 弘志 
京都産業大学教授 

日本道徳教育学会理事 

２号 
小中学校児童

生徒の保護者 

野﨑 源守 マキノ西小学校ＰＴＡ 

小川 祥枝 マキノ中学校ＰＴＡ 

３号 教育関係者 

浦島 容子 
マキノ中学校区小中一貫教育

統括校長 

藤田 善弘 マキノ東小学校長 

和田 英幸 マキノ西小学校長 

山本 渉 マキノ南小学校長 

保木 京子 
マキノ中学校区小中一貫教育

コーディネーター 

４号 
関係行政機関

の職員 
青谷 守 高島市マキノ支所長 

５号 

その他教育長

が必要と認め

る者 

青谷 ゆうこ 
マキノ中学校 

学校運営協議会委員 

出口 健 
マキノ西小学校 

学校運営協議会委員 
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議第５９号 

 高島市教育財産管理規則の一部を改正する規則案 

上記の議案を提出する。 

  令和３年１０月２７日 

高島市教育委員会 

教育長 上 原 重 治   

                                   

 
   高島市教育財産管理規則の一部を改正する規則 
 

高島市教育財産管理規則（平成３０年高島市教育委員会規則第４号）の一

部を次のように改正する。 
第３条を次のように改める。 
（教育財産の使用許可） 

第３条 教育財産の使用許可については、高島市財産規則（平成１９年高島

市規則第２５号）第２３条の規定を準用する。 
第５条第２項を次のように改める。 

２ 使用料の減免申請に要する文書の様式は、教育財産使用料減免申請書

（様式第２号）によるものとする。 
第５条第３項を削る。 
第７条中「（様式第４号）」を「（様式第３号）」に改める。 
第９条を次のように改める。 
（使用許可事項の変更） 

第９条 使用者は、教育財産使用許可書に記載された事項を変更しようとす

るときは、教育財産使用許可変更承認申請書（様式第４号）を教育長に提

出し、承認を受けなければならない。 
様式を次のように改める。 
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様式第１号（第４条関係） 

 

教育財産使用許可申請書 

 

年   月   日 

高島市教育委員会教育長 

申請者 

住所  

氏名  

（法人にあっては、その名称および代表者の氏名） 

 

教育財産を使用したいので、高島市教育財産管理規則第４条第１項の規定に

より、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

使

用

財

産

の

表

示 

施 設 名   

所 在 地   

土 地 
地 目   

地 積   

建 物 
構 造   

面 積   

その他

の財産 

種 類   

数量等   

使用目的および用途  

使 用 希 望 期 間   

使用許可申請理由  

当 該 財 産 に 係

る 管 理 責 任 者 

氏     名  

連  絡  先  

申請者との関係  

添 付 書 類 
１ 申請団体の規約等（法人にあっては、定款等の写し） 

２ 関係図面（使用箇所を明記すること。） 

備 考   
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様式第２号（第５条関係） 

 

教育財産使用料減免申請書 

 

年   月   日 

 

高島市教育委員会教育長  

 

申請者 

住所  

氏名  

（法人にあっては、その名称および代表者の氏名） 

 

高島市教育財産管理規則第５条第２項の規定により、下記のとおり教育財産

使用料の減免を申請します。 

 

記 

 

使

用

財

産

の

表

示 

施 設 の 名 称   

区 分   

所 在 地 等   

使用部分・使用数量   

使用目的および用途   

使 用 希 望 期 間  

減 免 申 請 の 理 由 
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様式第３号（第７条関係） 

 

教育財産原状変更承認申請書 

 

年   月   日 

 

高島市教育委員会教育長 

 

申請者 

住所  

氏名  

（法人にあっては、その名称および代表者の氏名） 

 

    年  月  日付け高島市教育委員会指令  第   号により許

可を受けた教育財産について、下記のとおり使用許可財産の原状を変更したい

ので申請します。 

 

記 

 

原状変更の内容 

 

１ 原状変更の目的 

 

 

２ 原状変更の理由 

 

 

３ 原状変更実施の年月日 

 

       年   月   日 

 

４ 添付資料 

   図面（変更前、変更後の図面）その他必要な資料 

 

 

6



様式第４号（第９条関係） 
 

教育財産使用許可事項変更承認申請書 
 

年   月   日 
 
高島市教育委員会教育長 
 

申請者 
住所  
氏名  

（法人にあっては、その名称および代表者の氏名） 
 
    年  月  日付け高島市教育委員会指令  第   号により許

可を受けた教育財産について、下記のとおり使用許可財産の許可事項を変更し

たいので申請します。 
 

記 

許可事項変更の目的   
  

許可事項変更の理由   
  

変 更 事 項 
□ 使用期間 
□ 使用面積 
□ その他（                ） 

変 更 内 容 
 
 
 

添 付 書 類 現状および変更内容を明示した平面図、配置図等 

備 考   
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付 則 
この規則は、公布の日から施行する。 
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高島市教育財産管理規則新旧対照表 

現   行 改  正  案 

（教育財産の使用許可） （教育財産の使用許可） 

第３条 教育財産は、その用途または目的を

妨げない限度において使用を許可すること

ができる。 

第３条 教育財産の使用許可については、高

島市財産規則（平成１９年高島市規則第２

５号）第２３条の規定を準用する。 

２ 教育財産の使用の許可の条件について

は、高島市財産規則（平成１９年高島市規

則第２５号）第２３条第１項第１号から同

項第６号の規定を準用する。 

 

（使用許可の手続） （使用許可の手続） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 使用料の減免を受けようとする者は、教

育財産使用料減免申請書（様式第２号）を

教育長に提出しなければならない。 

２ 使用料の減免申請に要する文書の様式

は、教育財産使用料減免申請書（様式第２

号）によるものとする。 

３ 教育長は、前項の申請があったときは、

その適否を決定し、教育財産使用料減免承

認（不承認）決定通知書（様式第３号）に

より、申請者に通知するものとする。 

 

（使用許可物件の原状変更） （使用許可物件の原状変更） 

第７条 使用の許可を受けた者（以下「使用

者」という。）は、使用許可物件の現状を

変更しようとするときは、教育財産原状変

更承認申請書（様式第４号）を教育長に提

出し、承認を受けなければならない。 

第７条 使用の許可を受けた者（以下「使用

者」という。）は、使用許可物件の現状を

変更しようとするときは、教育財産原状変

更承認申請書（様式第３号）を教育長に提

出し、承認を受けなければならない。 

（使用廃止） （使用許可事項の変更） 

第９条 使用者は、使用許可期間内に使用を

廃止するときは、教育財産使用廃止届（様

式第５号）を教育長に提出しなければなら

ない。 

 

 

第９条 使用者は、教育財産使用許可書に記

載された事項を変更しようとするときは、

教育財産使用許可事項変更承認申請書（様

式第４号）を教育長に提出し、承認を受け

なければならない。 

 

 

9



議第６０号 

 令和２年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価結果報

告書案 

上記の議案を提出する。 

  令和３年１０月２７日 

高島市教育委員会 

教育長 上 原 重 治   

                                   

 
令和２年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価結

果報告書 
 
 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）

第２６条の規定により、令和２年度教育に関する事務の管理及び執行の状況

の点検及び評価結果報告書を次のとおり作成し、これを議会に提出するとと

もに、公表することにつき、議決を求める。 
 

記 
 
 別冊資料のとおり 
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